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書



国
際
民
間
航
空
条
約
第
五
十
条
（a）
の
改
正
に
関
す
る
千
九
百
九
十
年
十
月
二
十
六
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
署
名
さ
れ

た
議
定
書

国
際
民
間
航
空
機
関
の
総
会
は
、

千
九
百
九
十
年
十
月
二
十
五
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
お
い
て
そ
の
第
二
十
八
回
会
期
（
臨
時
）
と
し
て
会
合
し
、

一
層
多
く
の
締
約
国
が
代
表
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
良
い
均
衡
を
確
保
す
る
た
め
に
理
事
会
の
構
成
員
の
数
を
増
加
す

る
こ
と
が
多
数
の
締
約
国
の
希
望
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、

理
事
会
の
構
成
員
の
数
を
三
十
三
か
ら
三
十
六
に
増
加
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
、

こ
の
た
め
、
千
九
百
四
十
四
年
十
二
月
七
日
に
シ
カ
ゴ
で
作
成
さ
れ
た
国
際
民
間
航
空
条
約
を
改
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
、

１
　
国
際
民
間
航
空
条
約
第
九
十
四
条
（a）
の
規
定
に
従
い
、
同
条
約
の
改
正
案
、
す
な
わ
ち
、

「
第
五
十
条
（a）
第
二
文
中
「
三
十
三
」
を
「
三
十
六
」
に
改
め
る
。
」

を
承
認
し
、

一



二

２
　
国
際
民
間
航
空
条
約
第
九
十
四
条
（a）
の
規
定
に
従
い
、
百
八
の
締
約
国
の
批
准
に
よ
っ
て
１
に
規
定
す
る
改
正
案
が
効
力

を
生
ず
る
こ
と
を
定
め
、

３
　
国
際
民
間
航
空
機
関
事
務
局
長
が
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
り
１

に
規
定
す
る
改
正
案
及
び
次
の
事
項
を
含
む
議
定
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
決
議
す
る
。

（a）

議
定
書
は
、
総
会
の
議
長
及
び
事
務
局
長
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
る
。

（b）

議
定
書
は
、
国
際
民
間
航
空
条
約
を
批
准
し
又
は
同
条
約
に
加
入
し
た
国
に
よ
る
批
准
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

（c）

批
准
書
は
、
国
際
民
間
航
空
機
関
に
寄
託
す
る
。

（d）

議
定
書
は
、
百
八
番
目
の
批
准
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
に
、
議
定
書
を
批
准
し
た
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

（e）

国
際
民
間
航
空
機
関
事
務
局
長
は
、
す
べ
て
の
締
約
国
に
対
し
、
議
定
書
の
各
批
准
書
の
寄
託
の
日
を
直
ち
に
通
報
す

る
。

（f）

国
際
民
間
航
空
機
関
事
務
局
長
は
、
す
べ
て
の
締
約
国
に
対
し
、
議
定
書
の
効
力
発
生
の
日
を
直
ち
に
通
報
す
る
。

（g）

議
定
書
の
効
力
発
生
の
日
の
後
に
議
定
書
を
批
准
す
る
締
約
国
に
つ
い
て
は
、
議
定
書
は
、
当
該
締
約
国
が
国
際
民
間

航
空
機
関
に
批
准
書
を
寄
託
し
た
日
に
効
力
を
生
ず
る
。



よ
っ
て
、
総
会
の
以
上
の
決
定
に
基
づ
き
、

国
際
民
間
航
空
機
関
事
務
局
長
は
、
こ
の
議
定
書
を
作
成
し
た
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
国
際
民
間
航
空
機
関
の
総
会
の
第
二
十
八
回
会
期
（
臨
時
）
の
議
長
及
び
事
務
局
長
は
、
総
会
か
ら

委
任
を
受
け
て
、
こ
の
議
定
書
に
署
名
す
る
。

千
九
百
九
十
年
十
月
二
十
六
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
及
び
ス

ペ
イ
ン
語
に
よ
り
本
書
一
通
を
作
成
し
た
。
こ
の
議
定
書
は
、
国
際
民
間
航
空
機
関
に
寄
託
し
て
お
く
も
の
と
し
、
同
機
関
の

事
務
局
長
は
、
千
九
百
四
十
四
年
十
二
月
七
日
に
シ
カ
ゴ
で
作
成
さ
れ
た
国
際
民
間
航
空
条
約
の
す
べ
て
の
締
約
国
に
対
し
そ

の
認
証
謄
本
を
送
付
す
る
。

総
会
第
二
十
八
回
会
期
（
臨
時
）
議
長

ア
サ
ド
・
コ
タ
イ
テ

三



四

事
務
局
長

Ｓ
・
Ｓ
・
シ
ド
ゥ
ー


